
 
報 道 資 料           平成１９年５月２１日 

中 国 電 力 株 式 会 社 

発電設備に係る点検結果を踏まえた 

再発防止対策の具体的行動計画について 

当社は，「発電設備に関する不適切な事案に対する再発防止対策」（以下，

「再発防止対策」という。）の実現に向けた具体的なプロセスを定め，本日，

経済産業省 原子力安全・保安院へ報告しました。 

再発防止対策については，４月６日に原子力安全・保安院へ報告しましたが，

４月２０日，原子力安全・保安院から，発電設備に係る総点検の結果に対する

厳重注意を受けるとともに，今後のスケジュールを含めた再発防止対策の具体

的な行動計画を定め，５月２１日までに報告するよう指示を受けていました。 

本日報告した再発防止対策は，５月７日に受けた原子力安全・保安院からの

「保安規定の変更命令」や「発電設備の総点検に係る今後の対応３０項目の  

具体化のための行動計画」などを踏まえ，当社における再発防止対策の具体的

な実施内容と時期などを定めたものです。 

今後は，行動計画に沿って再発防止対策を確実に実施するとともに，実施段

階での評価を行動計画にフィードバックして着実な実行・改善に取り組み，  

お客さまからの信頼回復に努めてまいります。 

以 上 
 
 
 
 
（別紙１）主な再発防止対策 
（別紙２）信頼回復・企業再生に向けた取り組み方針および実施体制 
 



（別紙１） 

主な再発防止対策 

【全社共通】 

件  名 概  要 
実施時期 

(報告書※掲載頁) 

経営機構改革 

○会長は取締役会議長(経営の監視･監督を重点的に担う)，社

長は業務執行の最高責任者とし，監督と執行の役割分担を

明確化 

○取締役の任期短縮による経営責任の明確化など取締役会機

能を強化 

○全社横断的な重要課題を担当する副社長の設置や執行役員

制の導入により業務執行機能を強化 

６月 

(添付資料 1の P.6) 

企業倫理委員会の 

機能強化 

○審議の客観性を高めるとともに，社外の識見を反映させる

ため，社外委員を１名から３名に増員 

○重要な法改正や社会情勢の変化を踏まえたコンプライアン

ス推進施策の策定に関する事項を審議事項に追加 

○審議の透明性を高めるため，審議概要を当社ＨＰで公開 

７月 

(添付資料 1の P.2) 

内部通報制度の 

充実 

○より相談しやすい仕組みとするため，新たに社外（弁護士

事務所）に企業倫理相談窓口を設置 

７月 

(添付資料 1の P.4) 

コンプライアンス

経営推進宣言およ

び誓約書への署名 

○｢コンプライアンス最優先｣(あらゆる業務運営において，コ

ンプライアンスを最優先に進めることを経営の基本とする

こと)について，経営トップが社内外にその決意を宣言 

○経営層・事業所長等が，自らの責務を明確にし，その実践

を確約するため，コンプライアンス遵守の誓約書に署名 

６月 

(添付資料 1の P.2) 

コンプライアンス 

教育の充実 

○専門家による講義形式の研修や討議形式の研修の導入な

ど，当社経営層・事業所長等やグループ企業トップを対象

とした研修を充実 

○各職場での効果的な研修等を行うため，コンプライアンス

推進役（各事業所副所長クラス）への研修を充実 

６月から 

(添付資料 1の P.3) 

保安規程の変更 

○主任技術者の位置付けが適切となるよう記載の見直し 

○主任技術者の職務に記録の点検，確認を追加 

○保安教育の実施の明確化 

○電気事業法上の工事計画の届出が必要な工事について，適

正な手続きがされたかどうかを確認する手続きを設ける 

７月末までに 

申請 

(添付資料 1の P.6) 

【原子力】 

件  名 概  要 
実施時期 

(報告書※掲載頁) 

ＱＭＳ＊の高度化 

○社長が，役割と権限を十分に発揮するためのシステム構築 

○不適合管理（不具合の解消），是正処置（再発防止），予防

保全（未然防止）を確実に行うシステムの構築 

既に 18 年 10 月 

から拡充作業中 

(分冊の P.12) 

保安規定の変更 

○重大な事態が発生した場合，社長に適切な報告がなされる

体制の構築 

○運転制限の逸脱等について，原子炉主任技術者が自らの責

任において社長に報告 

７月末までに 

申請 

(分冊の P.17) 

※国への報告書「発電設備に係る点検結果を踏まえた再発防止対策の具体的行動計画について」 

＊ＱＭＳ：ここでは，当社の原子力品質マネジメントシステムを指しており，品質保証に関して組織を指揮し，品質を管理する

ための“仕事の仕組み”のこと。 

以 上



 

（別紙２） 

 

信頼回復・企業再生に向けた取り組み方針および実施体制 
 
【方針】 
「あらゆる業務運営において，コンプライアンスを最優先に進める」ことを経営の基本とし，

以下の対策に取り組む。 
○ 社長が先頭に立ち，当社再生に向けた全社的な改革を強力かつ着実に推進する。 
○ 再発防止対策の実施にあたっては，実施状況の評価結果を計画にフィードバックし，

改善する。 
 

【体制】 
 
 
 

 
以 上 

具体的行動計画の策定，実施，評価・

見直し 

連絡・指示 

連絡 
・ 

調整 

具体的行動計画内容および実行状況の

確認 

取締役社長 
（山下 隆） 

「信頼回復」「企業再生」に向けての取

り組みの総括 

具体的行動計画策定，実行に係る全体

調整，把握 

各設備点検検討会 
主査：各事業本部長 

電力設備点検評価本部（内部監査部門） 
本部長：考査部門長 福田昌則 

 企業再生プロジェクト 
企業再生プロジェクト長：苅田知英 

電力設備点検検討本部 
本部長：経営企画部門長 苅田知英 

連絡 
・ 

調整 

各主管箇所 
事業本部・部門 
支社・事業所 

提言 
 

実施 状況 

見直し等 
指示 

企業倫理委員会 
（社外委員を含む） 

取締役会 

報告 

提言 

評価・見直し 
 

実施 計画 
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